
資料１３ 

 

要 旨 

 

１ リーフレット『「シフト制」労働者の雇用管理を適切に行うための留意事項』 

                       （京都労働局 監督課） 

 ⑴ このリーフレットでは、いわゆる「シフト制」で労働者を就労させる際に、使用者

に留意していただきたい内容をまとめています。 

①  シフト制労働契約に限らず、雇入れ時、契約更新時には労働条件の明示が必要で 

す（下記２のリーフレット『パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わ

ります（令和 8 年 10 月 1 日施行）』に記載のとおり、令和８年 10 月からパートタ

イム労働者・有期雇用労働者の場合における労働条件明示事項が別途追加されま

す）。 

  明示事項の「始業・終業時刻」について、労働契約の締結時点で、すでに始業と

終業の時刻が確定している日について、単に「シフトによる」と記載するだけでは

不足であり、労働日ごとの始業・終業時刻を明記するか、原則的な始業・終業時刻

を記載した上で、労働契約締結時に定める一定期間分のシフト表等を併せて労働者

に交付する必要があります。 

② 年次有給休暇について、使用者は、原則として労働者の請求する時季に年次有給

休暇を取得させなければなりません。「シフトの調整をして働く日を決めたのだか

ら、その日に年休は使わせない」といった取扱いは認められません。 

⑵ 厚生労働省では、「事業者のためのお役立ちサイト『スタートアップ労働条件』」

を設置しており、以下のような情報を提供していますので、ぜひご活用ください。 

    ・ 電子申請支援・就業規則作成支援 

    ・ 労働条件の診断 

    ・ パンフレット類・Ｑ＆Ａの掲載 

   詳細は、最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。 

 

２ リーフレット『令和 8 年 10 月 1 日からハラスメント対策が強化されます！』、『パー

トタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります（令和 8年 10 月 1 日施行）』 

                       （京都労働局 雇用環境・均等室） 

⑴ 本年 10 月から施行される新たなハラスメント対策の義務付けと、パートタイム・有

期雇用労働施行則等についてリーフレットをご覧ください。 

⑵ まず、『ハラスメント対策が強化されます！』というリーフレットにもありますよ

うに、改正労働施策総合推進法等の施行によりカスタマーハラスメント及び就活セク

ハラの防止措置が事業主に義務付けられます。 



⑶ また、『パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります』というリー

フレットにもありますように、雇い入れ通知書に明示すべき事項の追加等、パートタ

イム・有期雇用労働法施行則等の変更点が３つあります。 

⑷ いずれも施行前に準備が必要となりますので、リーフレットの内容をお読みいただ

いたうえで、不明点がありましたら、リーフレットの下に京都労働局雇用環境・均等

室の電話番号がありますのでお問い合わせください。 

 



yamadaku
フリーテキスト
書面※で交付しなければならない事項

●　契約期間

●　有期労働契約を更新する場合の基準　

     （通算契約期間又は更新上限を含む）

●　就業の場所、従事すべき業務　

     （就業場所、業務の変更の範囲を含む）

●　始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、

   休日、休暇、交替制制勤務をさせる場合の就業時転換に関する事項

●　賃金の決定、計算、支払方法、締切・支払日

●　退職（解雇の事由を含む）

●　無期転換を申込むことができる有期労働契約の場合は、その旨

   及び無期転換後の契約内容



パートタイム労働者・有期契約労働者の場合

●　昇給・退職手当・賞与　それぞれの有無

●　相談窓口（相談担当者の氏名、役職、相談部署等）

　　　　　　　　　　　　　　　　（※パート・有期労働法第６条）

yamadaku
直線








yamadaku
フリーテキスト
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①　電子申請支援・就業規則作成支援











　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②　労働条件の診断

yamadaku
スタンプ

yamadaku
フリーテキスト
　　入力フォームから必要項目を入力することで、労働基準

　監督署に届出が可能な資料を作成することができます。

　　　・　時間外労働・休日労働に関する協定届（36協定届）

　　　・　１年単位の変形労働時間制に関する協定届

　　　・　就業規則（変更）届





　　設問に回答することで、自社の労務管理・安全衛生管理

　などの問題点を診断し、問題点が認められた場合には改善

　に向けた情報を提供します。

yamadaku
スタンプ

yamadaku
フリーテキスト
　このサイトでは、右に記載する内容のほか、パンフレ

ット類やQ&Aの掲載など事業主に対する各種支援情報を

提供していますので、ぜひご活用ください。

yamadaku
フリーテキスト
https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/
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パートタイム・有期雇用労働者に関する
ルールが変わります

（令和８年10月１日施行）

労働者・事業主の皆さまへ

改正後の

モデル労働条件

通知書はこちら

https://www.mhlw.go.jp/

content/

11650000/000815925.pdf

パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れた時の労働条件明示事項として、現行の明示事項に

加え、新たに「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨の明示が

必要となります（違反した者は10万円以下の過料に処されます）。

❶ 雇い入れ時の労働条件明示事項が追加されます！ 【パート・有期法施行規則】

❷ ｢同一労働同一賃金ガイドライン｣ が改正されます！ 【告示】

❸ 雇用管理の改善等に関する措置の内容が変わります！ 【告示（雇用管理指針）】

パートタイム・有期雇用労働者の待遇改善を進めるため、

「同一労働同一賃金」に関する施行規則と告示が改正されました。

パートタイム・有期雇用労働法では、同一企業内の正社員とパート

タイム・有期雇用労働者との間で、待遇（基本給や各種手当、福利厚生

など）について不合理な差を設けることを禁止しています（いわゆる

「同一労働同一賃金」）。

「同一労働同一賃金ガイドライン」は、どのような待遇差が不合理なの

かについて、考え方や具体例などを示したものです。

今般、ガイドラインに新たに追加された内容は、裏面のとおりです。

現行の
明示事項

新たな
明示事項

□昇給の有無

□退職手当の有無

□賞与の有無

□相談窓口

□待遇の相違等に関する説明を
求めることができる旨

改正後の
ガイドラインについて
詳しくはこちら

雇い入れ時の労働条件明示事項が追加されます！1 【パート・有期法施行規則】

「同一労働同一賃金ガイドライン」が改正されます！2 【告示】

お問い合わせ先 京都労働局雇用環境・均等室 075-241-3212 受付時間8時30分～17時15分（土・日・祝日・年末年始を除く）

https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000815925.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000815925.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000815925.pdf


⚫ 「資料を活用し、口頭により説明する方法」または「説明すべき事項を全て記載した分かりやす

い内容の資料を交付する等の方法」のいずれかにより説明しましょう。

⚫ 「資料を活用し、口頭により説明する方法」による場合には、説明に活用した資料等を交付する

ことが望ましいです。

⚫ 資料を交付することが困難な場合であっても、事後に求めがあったときは当該資料を閲覧さ

せる等の工夫をするよう努めましょう。

令和8年4月作成 リーフレットNo.12

• 賞与（記載の充実）

• 退職手当（新規追加）

• 無事故手当（新規追加）

• 病気休職（記載の充実）

• 夏季冬季休暇（新規追加）

• 褒賞（新規追加）

〈新たに追加された内容〉

パートタイム・有期雇用労働法では、正社員とパート・有期雇用労働者との間で待遇差

がある場合、事業主は、パートタイム・有期雇用労働者から求めがあれば、①待遇差の

内容や理由、②法第６条から第13条までの措置を講じるに当たって考慮した事項を

説明しなければなりません。説明に当たっては、次の点に留意しましょう。

〈住宅手当〉

➢ 住宅手当が「転居を伴う配置の変更の有無に応じて支給されるもの」である場合、正

社員と同一の転居を伴う配置の変更があるパートタイム・有期雇用労働者には、正社

員と同一の住宅手当を支給しなければなりません。

〈夏季冬季休暇〉

➢ パートタイム・有期雇用労働者にも、正社員と同一の夏季冬季休暇を付与しなければ

なりません。

その他の改正内容や上記の内容の詳細については同一労働同一賃金特集ページへ

雇用管理の改善等に関する措置の内容が変わります！3 【告示（雇用管理指針）】

• 家族手当（新規追加）

• 住宅手当（新規追加）

• 福利厚生施設（記載の充実）

自社の状況が
ガイドライン等の
内容に沿ったものに
なっているか確認し
てみましょう。

PICK UP！
〈賞与・退職手当〉

➢ 賞与・退職手当の目的には、労務の対価の後払い、

功労報償等の様々な目的が含まれます。

➢ これらの目的が妥当するにもかかわらず、パート

タイム・有期雇用労働者に対し、正社員との間の

職務の内容等の違いに応じた均衡のとれた内容

を支給しない場合、不合理と認められる可能性

があります。

就業規則の整備等の労務管理に

関するお問い合わせは

働き方改革推進支援センターへ

同一労働同一賃金に関するお問い合わせは

都道府県労働局雇用環境・均等部（室）へ

受付時間 ８ :30-17:15（土日・祝日・年末年始を除く）
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